
グループホームいこい 運営規程 

・指定介護予防認知症対応型共同生活介護 
・指定認知症対応型共同生活介護 

 
 
 
 (事業の目的) 
第 1 条  ウォームハートカンパニー株式会社が開設するグループホームいこい(以

下｢事業所｣という。)が行う指定介護予防認知症共同生活介護及び指定認知

症対応型共同生活介護の事業(以下｢事業｣という。)の適正な運営を確保する

ために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の指定介護予防認知症

対応型共同生活介護及び介護指定認知症対応型共同生活介護の提供に当た

る従事者(以下「従業者」という。)が、要支援状態２または要介護状態にあ

って認知症の状態にあるものに対し、適正な指定介護予防認知症対応型共同

生活介護及び指定認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。 

 
 (運営の方針) 
第２条  事業所の従業者は要支援２又は要介護者１～５の者であって認知症状態

にある者について、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴・排泄・食

事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより利用

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす

るものとする。 

 
 (説明及び同意) 
第３条  事業所は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者及び

その家族に対し、サービス利用上必要な事項について、理解しやすいように

指導または説明をし、同意を書面にて得なければならない。 

 
（身体拘束の制限） 
第 4 条  事業所は、利用者の施設サービスの提供に当たって、利用者の身体的な拘

束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。ただし、当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ず身体

的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむ得ない理由を記録しなければならないものとする。 

  
 



 （守秘義務および個人情報の保護・利用） 
第 5 条  従業者は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

保持を厳守する。 
   ２ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させる

為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者

との雇用契約とする。 

 
第６条  事業所は、利用者の個人情報を含む施設サービス計画書、通信紙発行、各

種記録等は、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努める

ものとする。 

 
第７条  事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提 

供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供について 
は、介護サービスを行う上で必要と認められた場合はその限りではない。 

 
 (事業所の名称) 
第８条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１） 名称  グループホーム いこい 
  （２） 所在地 群馬県高崎市下滝町 370 番地 3 

 
 (利用定員) 
第 9 条  事業所の利用定員は、９名とする。 

 
 （従業者の職種、員数及び職務内容） 
第 10 条  事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりにする。 
   （１）管理者 １名 常勤（介護職と兼務） 
        管理者は、事業所の従業者の管理及びサービスの利用の申込に係る

調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行う。 
   （２）計画作成担当者 １名 非常勤 
       計画作成担当者は、サービスの介護計画を作成する。 

（３）介護従業者  
常勤１名、非常勤６名は最低確保し人員配置基準を満たすものとする。

但し、離職者が発生したときは速やかに人員を補充する。 
       夜勤者に関しては 1 名の勤務体制とする。 
      介護従業者は、運営方針に基づきサービスの提供にあたる。 

（４）経理事務者 1 名（非常勤） 
       経理事務者は、事業所に関わる経理全般を行う。 



   （５）施設長 1 名（非常勤） 
       施設長は、事業所の運営全般の決裁・運営を行う。 

 
 （サービスの内容） 
第 11 条  サービスの内容は次のとおりとする。 
   （１） 認知症症状の進行に応じた、入浴や排泄等の介助・介護を行う。 
   （２） 食事その他の家事等（利用者と共同で行うよう努めるものとする。） 
   （３） 利用者の趣味・嗜好に応じた活動の支援。 
   （４） 利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等。 
   （５） 利用者が地域社会と交流ができるように支援する。 

（６） 季節の移り変わりを楽しみドライブや外食の支援をして、観光地・名

所・思い出のある場所等に出かけることを必要に応じて提供するとと

もにイベントを行う。 
   （７） その他利用者に対する便宜の提供。 

 
  （利用料等） 
第 12 条  サービスの利用料の額は｢厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額｣と

し、法定代理受領サービスである時は、その介護保険負担割合証に沿っ

た割合（１割、２割、３割）の額を自己負担額とする。但し生活保護受

給者は、公費全額負担となる。 
    ２  事業所は、前項に規定するものの他、利用料として、住居費、食材料

費、理美容代、産廃料、その他の費用等利用料を、別紙（利用料金表 1）
に定める料金により支払いを受ける。 

    ３  事業所は、外泊等でサービスを提供できなかった期間については、継

続して居室の権利を確保する場合は、住居費の実費（部屋代×日数分）

の支払いを受ける。 
    ４  事業所は、前項の費用の額にかかるサービスの提供にあたっては、あ

らかじめ、利用者又はその家族及び支払義務者に対し、そのサービスの

内容および費用について文書で説明を行い署名にて同意を得る。 
    ５  事業所は、利用料支払いの請求・受理について、サービス提供月末締

め翌月 1 日付に作成・発行（日祭日除）し、支払義務者は、発行月の

15 日までに入金とする。 
    ６  前項の支払い方法は、現金とする。やむをえない場合については、当

事業所指定金融機関への振込みとし、振り込み手数料については、振込

み者負担とする。 
    ７  利用期間中に発生した当事業所にあたっての必要な医療行為（毎月の

定期健診代等）や、利用者個人に関わる日常消耗品等購入については、



事業所が立替をし、後にその分を請求する。 
    ８  レクリエーション代（材料等）・旅行等で個々に支払いが生じた場合

の経費(入場料等)は事業所が立替をし、後にその分を請求する。 

  
 
（留意事項）  
第 13 条  入退居にあたっての留意事項は次のとおりとする。 

（１） 事業所は、要支援２及び要介護１～５であって認知症状態にあるも

ののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供す

る。 
（２） 事業所は、利用申込者の入居に際して、主治医の診断書等により当

該利用申込者が認知症の状態にある者であることの確認をする。 
（３） 事業所は、利用申込者が入院治療を要する者であること等、利用申

込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認め

た場合は、適切な他の認知症対応型共同生活介護事業所、介護保険施

設、病院等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。 
（４） 事業所は、利用申込者の入居に際して、その者の心身の状況、生活

暦、病歴等の把握に努める。 
（５） 事業所は、利用者の退居に際し、利用者及び家族の希望を踏まえた

うえで、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援

助を行う。 
（６） 事業所は、利用者の退居に際して、利用者又はその家族に対し、適

切な指導を行うこととともに、居宅支援事業者等への情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努める。 

 
 
（非常災害対策） 
第 14 条  従業者は常に災害事故防止と利用者の安全確保に努めるものとする。 
    （１） 運営者は、防火管理者を選任する。 
    （２） 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等を点検するもの

とする。 
（３） 防火管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てるものとし、事

業所はこの計画に基づき、毎年 4 月及び 10 月に避難及び救出その他

必要な訓練を行う。 

 
 



 
(協力医療機関) 
第 15 条  利用者の病状の急変及びサービス提供確保のため、協力医療機関を以下

に定める 
 〈内科〉 
   月岡内科医院  高崎市岩鼻町 239-3    電話番号 027（346）1226 
 〈歯科〉 
   音羽ノ森歯科診療室 高崎市下小塙町 1647-2 電話番号 027（344）8864  

八木歯科医院  高崎市上小塙町 619    電話番号 027（344）1164 
 〈老人保健施設〉 
   和光園     高崎市矢島町 449-2    電話番号 027（352）6212 
 〈福祉機関〉 
   ベルジ箕輪   高崎市箕郷町上芝 839-1   電話番号 027（371）6610 

 
 
 （要望及び苦情処理） 
第 16 条  事業所は、提供したサービスに関し、利用者又は家族から要望及び苦情 

があった時は、管理者の責任において迅速かつ適切に対応し、その対策

を要望及び苦情を申し出た者に説明するものとする。  
    ２  要望及び苦情の責任者は管理者とし、速やかに対応を図るものとする。 
    ３ 要望及び苦情の窓口として、常勤の介護従業者が受け、速やかに管理 

者に伝達し対応を図る。 
    ４ その他、意見箱の常設や運営推進会議において意見交換や発言の場を 

設け、利用者やその家族が意見・要望が言いやすい環境を作る。 

  
 
 
（事故発生時の対応） 

第 17 条  事業所は利用者に対する施設サービス等の提供について事故が発生した 
場合は直ちに管理者の責任において必要な措置を採るとともに、利用者の 
家族等に連絡をしなければならない。死亡事故その他重大な事故に限らず、 
遅滞なくその概要を県及び市町村に報告しなければならない。 

    ２ 事故が発生した場合は、管理者はその原因を解明し、再発を防ぐ為の対 
策を講じなければならない。事故にならない出来事（ヒヤリハット）につ 
いても、同様とする。 

     ３ 事業所は、利用者に対する施設サービス等の提供により賠償すべき事故 
が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 



 （緊急時における対応方法） 
第 18 条    従業者は、サービス実施中に利用者の心身の状況に異常その他緊急事

態が生じたときには、速やかに主治医に連絡などの措置を講ずるととも

に、管理者に報告しなければならない。 
    ２  従業者は、利用者に生命の危険を感じた場合には、昼夜問わず救急医

療機関に連絡（119 番通報）し、家族にその旨を連絡する。利用者の人

命を第一に考えて対処・行動し、管理者に報告しなければならない。 

  
 
  
（運営推進会議） 
第 19 条   事業が地域に密着し、地域に開かれたものとするために、運営推進会

議を開催する。 
     ２ 運営推進会議の開催は、おおむね２ヶ月に１回以上とする。 
     ３  運営推進会議のメンバーは、利用者家族、地域住民の代表、高崎市

の担当職員、及び当施設職員とする。 
     ４  会議の内容は、事業所のサービス内容の報告及び利用者に対して適

切なサービスが行われているかの確認、地域との意見交換・交流等と

する。 
     ５  運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成す

るとともに、当該記録を必要に応じて公表する。 

 
 
 
 （記録の整備） 
第 20 条  事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備する。また 
     利用者に対する事業の提供に関する記録を整備し５年間保存する。 

 
  
 （サービス提供記録の記載） 
第 21 条  事業サービスを提供した際には、その提供日数及び内容、当事業サービ

スについて、利用者に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要

な記録を所定の書面に記載する。 

 
 
 
 



 （衛生管理） 
第 22 条  事業に使用する備品等は清潔を保持するため、業務開始前・終了時の日々

の清掃・消毒を施すなど、常に衛生管理に留意するものとする。 
２ 職員へは、研修会や勉強会を通じ感染症対策や衛生管理に関する知識 
習得を図る。 

 
 
（その他運営に関する重要事項） 
第 23 条 事業所は、介護従業者質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設け

るものとし、また、業務体制を整備する。 
    （１） 採用時研修 県が主催する研修の受講を行う。 
    （２） 継続研修  県が主催する研修の受講を随時行う。 
    （３） サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利

用者またはその家族から、あらかじめ同意を文書により得ておくもの

とする。 
    （４） 事業サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者申込者及び

その家族に対し、運営規程及び重要事項を記載した文書を交付して説

明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を文書にて得る。 
    （５） 事業所は、市町村が実地する定期的又は随時に行う調査に協力する

とともに、その結果に基づく指導又は助言に従い必要な改善を行うも

のとする。 

 
 
 
  附 則 
 この規程は、令和 1 年 10 月 1 日から施行する。 



※日額及び月額料金（円）

※食材料費の日額及び月額料金（円）

※介護報酬1割負担額表（円）（月額は30日間ご利用の場合）

日額

月額

※介護報酬2割負担額表（円）

日額

月額

※介護報酬3割負担額表（円）

日額

月額

※金額については、実際の精算時には端数処理により、若干の違いが生じることがあります。

※入居から30日まで初期加算があります。日額＝31円。30日＝913円

要介護２で1割負担の入居者様が30日利用した場合。

令和3年10月1日以降

52,89046,830 47,100 49,320 33,820 51,780

要介護５

1,561 1,570 1,644 1,691 1,726 1,763

要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

介護1割負担金額 24,660

合　計（円） 122,130

おやつ 3,000

夕食 12,000

食
材
料
費

朝食 9,000

昼食 9,000

822 846 863 882

23,430 23,550 24,660 25,380 25,890

月額（30日） 9,000 9,000 3,000 12,000 33,000

要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

以下利用者様負担額は処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算、サービス提供加算
を含まない金額です。

実費

1,100

朝食 昼食 おやつ 夕食 合計

日額 300 300 100 400

要介護５

26,460

781 785

別　紙

ご利用料金表

住居費（個室） 食材料費 水・光熱費
日用品・理美容

合計
検診代・産廃等

97,470

日額 1,533 1,100 616 実費 3,249

月額（30日） 45,990 33,000 18,480

79,320

注）但し、日用品・産廃料等の実
費代は含んでません。

70,260 70,620 73,950 76,080 77,640

要介護５

2,342 2,354 2,465 2,536 2,588 2,644

要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

住居費 45,990

水道光熱費 18,480

参考）


